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台風・地震等に対する非常措置についてのお知らせ  
 

京都市（※テレビやラジオにおいて、「京都南部」又は「京都・亀岡」地域と報道される場合があります。）

に「暴風警報」が発令された場合、「特別警報（※大雨、暴風など6種類）」が発令された場合、「震度５弱以

上の地震」、唐橋校区に「水害・土砂災害等の避難勧告・指示」があった場合は、下記のような非常措置を

とりますので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:京都市地域に「震度５弱以上」の地震が発生したとき 
■登校前に発生した場合 

１．下校後、午前0時までに発生した場合・・・翌日臨時休業 

２．午前0時以降登校までに発生した場合・・・当日臨時休業 

３．休業日、休業日前日に発生した場合・・・・原則として休業明けの登校日は臨時休業 

  ※安全が確認でき、授業等を実施する場合は、「すぐーる」配信・ホームページ等で授業を実施 

する旨の連絡をします。 

 

□登校中・在校中に発生した場合 

ただちに臨時休業とします。児童は保護者のお迎えがあるまで学校に留め置くこととします。 

お迎えの際は、16歳以上の親族の方にのみ、安全が確保でき次第引き渡しを行います。すぐーるや電話が

使用できない場合がありますので、学校からの連絡がなくても、できるだけ速やかに来校をお願いします。 
 

＊放課後まなび教室は中止となります。  

＊児童館・放課後等デイサービスの対応につきましては、児童館・事業所にお尋ねください。  

B:京都・亀岡または京都府南部に「特別警報」が発令されたとき 
１． 午前0時現在、特別警報発令中の場合、または、登校前に特別警報が発令された場合 

⇒臨時休業  ※「特別警報」が解除されるまでは、命を守る行動を取ることを優先し、 

登校を見合わせ、自宅待機させてください。 

２． 前日に「特別警報」が発令されていて、午前0時までに解除された場合 

⇒５校時（13：40）から始業（給食中止） 

○学校にいる時に「特別警報」が発令された場合、下校の安全が確保できるまで学校に留め置き、学

校にて保護者の方（成人の家族のみ）への引き渡しを行います。  

 

A：京都・亀岡または京都府南部に「暴風警報」が発令されたとき 
○「暴風警報」が解除されるまで自宅に待機させてください。  

なお、「暴風警報」が解除された場合は、以下の措置をとります。 

１． 午前 7時までに解除になった場合・・・・平常授業 

２．午前 9時までに解除になった場合・・・・・３校時（10：45）から始業 

３．午前11時までに解除になった場合・・・・・５校時（13：40）から始業 （給食中止） 

※午前9時または午前11時までに解除された場合、授業開始の30分前に集団登校の集合場所に

集まり、集団登校をします。 

４．午前11時現在、「暴風警報」発令中の場合・・・臨時休業 

 

○学校にいる時に「暴風警報」が発令された場合、台風接近時の下校方法確認票にもとづいて集団下

校または学校待機をします。ただし、安全が確保できないと学校が判断した場合は、全児童保護者

の方（16歳以上の親族の方）への引き渡しとします。 
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・緊急時の学校からの連絡は原則、すぐーるで行います。登録がまだの方は、登録お願いしま

す 

 

 

・停電等により、「すぐーる」配信が不能となった場合や電話回線不通などの状況になった場合は、 

「災害用伝言ダイヤル１７１」（下記参照）を活用します。  

【お願い】 緊急連絡先の電話番号等の変更がありましたら、速やかに学校までお知らせください。  

 

災害用伝言ダイヤル１７１（災害ダイヤル１７１）  
災害時、「すぐーる」配信が不能となった場合や電話回線不通などの状況になった

場合、安否の確認などには、 NTTの災害用伝言ダイヤル（災害ダイヤル１７１）を活用

します。 

 ●利用方法● 

①「１７１」をダイヤルする。 

ガイダンス：「こちらは災害用伝言ダイヤルセンターです。録音される方は「１」、再

生される方「２」、暗唱番号を利用する録音は「３」、暗証番号を利用する再生は「４」

をダイヤルしてください。」 

 

②再生「２」を選択する。 

ガイダンス：「被災地の方はご自宅の電話番号、または、連絡を取りたい被災地の方

の電話番号を市外局番からダイヤルしてください。被災地域以外の方は、連絡を取

りたい被災地の方の電話番号を市外局番からダイヤルしてください。」  

 

③唐橋小学校の電話番号「０７５－６９１－８００１」を入力する。  

※伝言ダイヤルセンターに接続されます。 

ガイダンス：「電話番号「０７５－６９１－８００１」の伝言をお伝えします。プッシュ式

の電話機をご利用の方は数字の「１」のあと「♯シャープ」を押してください。ダイヤ

ル式の方はそのままお待ちくだ さい。なお、電話番号が誤りの場合、もう一度おか

け直しください。」 

 

④プッシュ式電話の場合 「１」「♯（シャープ）」を押す。 

※ダイヤル式電話の場合 そのまま待つ。 

プッシュ式電話の場合のガイダンス：「新しい伝言からお伝えします。伝言を繰り返

すときは、数字の「８」のあと「♯（シャープ）」を、次の伝言に移るときは、数字の「９」

のあと「♯（シャープ）」を押してください。 

ダイヤル式電話の場合のガイダンス：「新しい伝言からお伝えします。」 

 

⑤ 伝言が再生される。 

※伝言録音時間は、30秒以内となっているため、学校から要点のみの伝言となります。 
[伝言の例] 

唐橋小学校です。現在、児童は運動場に避難して全員無事です。児童の引渡しを行いますので、お

迎えをお願いします。 

D：唐橋学区に、「水害及び土砂災害※の避難勧告」指示等が発令された場合 
１ページ【A：京都・亀岡または京都府南部に「暴風警報」が発令されたとき】の基準に準じます。 

※本校の校区である唐橋学区は、鴨川の氾濫による洪水（水害）の可能性有。土砂災害に注意する地域はありません。  

（『京都市防災ポータルサイト「唐橋学区  詳細情報」災害危険に注意する地域について』の情報より）  

（家庭の控え）  ※学校に提出している、緊急時の“下校方法”を、お子様と確認しておいてください。  

① 自宅に帰る  

② 学校待機 （迎えに行く人→                        ）  


